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■美墨会（水墨画）　　第１・第３水曜
日の午前９時30分から昭和会館で。初
心者歓迎。見学・体験あり。月2000円。
外山☎042-527-6205
■スヌーピースイミング　　水曜日の 
午後３時20分から総合スポーツセン

官公署だより官公署だより

会 員 募 集会 員 募 集

市民のサークル活動を掲載していま
す（法人、政治・宗教・営利活動など 
を除く／入会金は掲載なし）。内容に
ついては市が関与していませんので、
各サークルへ問い合わせてください。
掲載申込申込書（市役所広報係にあ
り／市ホームページからダウンロー
ドも可）を市役所広報係へ。▼会員
募集＝随時受け付け。▼11月１日号・
11月15日号掲載の催し＝10月１日
（必着）まで。

市民のひろば市民のひろば
ターで。小学生を対象。初心者歓迎。 
体験あり。月4300円。同会メール
snoopyswimming@yahoo.co.jp

■羽村・福生合同町あるき「お酒とま
ちめぐり！歴史と新たな味わいを訪
ねる２日間」〈昭島観光まちづくり協会
☎519-2114〉　　▽10月22日＝集合・
解散は拝島駅（約4.5㎞）。▽10月29日
＝羽村駅集合、福生駅解散（約４㎞）。
いずれも時間は午前９時～午後０時
30分。全日参加できる方を対象。定
員20人（多数抽選）。参加費1400円（保
険料など）。10月５日の正午までに要
申込。詳しくは、同会ホームページへ。
■ファミリー・サポート・センター協
力会員養成講習会〈昭島市社会福祉協
議会☎544-0388〉　　子育ての手助け
が必要な方の依頼に応じ、子どもを預
かる協力会員として新たに登録を希

望する方を対象。10月中の全８回、あ
いぽっくで。定員15人（申込順）。希望
する方は、９月26日、10月８日・17
日の午前10時～ 11時30分にあいぽっ
くで行う説明会に参加を（いずれか１
日）。いずれも参加費無料。事前に要
申込。
■法の日無料相談〈東京土地家屋調査
士会立川支部（村山）☎080-9888-6747〉
10月１日の午後１時～４時に昭島市
役所市民ロビーで。土地・建物の調査・
測量、境界問題、不動産の表示登記の
相談を。申込不要。
■歯ミカップ事業〈多摩立川保健所☎
042-524-5171〉　　歯と口の健康づく
りに取り組む障害者を支援している
方などを対象に、10月23日の午後１
時30分～２時30分に、オンラインで
セミナーと活動紹介を配信。10月９
日までに要申込。
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眼科検診を実施眼科検診を実施
　緑内障、白内障、糖尿病性網膜症などを早期発見するために行い
ます。
◇期間　11月４日（火）～ 12月10日（水）
※休診日を除きます。
◇場所　市内指定医療機関
◇ 対象　４月１日現在40歳以上で、かつ、40歳・45歳・
50歳など５歳ごとの年齢である方
※治療中、定期診察中の方を除きます。
◇定員　400人（申込順）
☆申し込みは、10月８日から市ホームページ内専用
フォームまたは健康係（あいぽっく内）☎544-5126で。

　助成を受けている方は、請求書に押印のうえ、市役所障害福祉係、
東部出張所、あいぽっくのいずれかに提出してください。締め切り
日を過ぎると受け付けできませんのでご注意ください。
◇添付書類
＊タクシー利用費＝令和７年４月１日～９月30日に乗車した領収書
＊ ガソリン費＝７年７月１日～９月30日に自
動車に給油した領収書
※受給はいずれか一方です。
※施設入所中の方は対象となりません。
☆詳しくは、障害福祉係へ。

タクシー利用費助成、心身障害者自動車ガソタクシー利用費助成、心身障害者自動車ガソ
リン費等助成を受けている方へリン費等助成を受けている方へ
  ～請求は10月10日まで～～請求は10月10日まで～


